
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

手続開始区間　延長約 200m
手続開始の部分

収用の部分

 

お 

知 

ら 

せ 
 
 
 
 
 

国 

土 

交 

通 

大 

臣 

 

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日
付
け
で
都
市
計
画
事
業
の
承
認
及
び
手
続
保
留
の
告
示
が
あ
り
ま
し
た
東
京
都
市
計
画 

道
路
事
業
幹
線
街
路
放
射
第
十
九
号
線
に
つ
い
て
、
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
付
け
で
手
続
開
始
の
告
示
が
あ
り
ま 

し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 

一 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 
 

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業 
幹
線
街
路
放
射
第
十
九
号
線 

二 

施
行
者
の
名
称 

 
 
 

国
土
交
通
大
臣 

三 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
東
京
国
道
事
務
所 

 

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
一
丁
目
二
番
一
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

九
段
第
三
合
同
庁
舎
一
五
階 

四 

事
業
地
の
所
在 

① 

収
用
の
部
分 

東
京
都
港
区
高
輪
三
丁
目
及
び
高
輪
四
丁
目
地
内 

② 

使
用
の
部
分 

な
し 

※

下
記
図
面
に
お
い
て
、
黒
色
の
斜
線
を
も
っ
て
表
示
し
て
あ
る
部
分
は
、
収
用
又
は
使
用
の
手
続
を
保
留
し 

て
い
た
土
地
で
し
た
が
、
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
付
け
で
告
示
が
あ
り
ま
し
た
手
続
開
始
の
土
地
で
す
。 

 

五 

事
業
施
行
期
間 

 
 
 

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日 

～ 

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日 

 

六 

用
地
取
得
に
つ
い
て 

 
 
 

国
土
交
通
省
は
、
事
業
予
定
地
内
の
土
地
所
有
者
や
借
地
権
な
ど
を
お
持
ち
の
方
、
建
物
の
所
有
者
や
借
家 

 
 

人
の
方
な
ど
と
土
地
売
買
契
約
や
物
件
移
転
補
償
契
約
な
ど
を
締
結
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

七 

関
係
人
の
範
囲
の
制
限
に
つ
い
て 

 
 
 

事
業
の
承
認
の
告
示
日
以
後
（
手
続
開
始
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
手
続
開
始
の
告
示
日
以
降
）
に
新
た
な 

権
利
を
取
得
し
た
方
は
、
既
存
の
権
利
を
承
継
し
た
方
を
除
き
関
係
人
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

詳
細
に
つ
い
て
は
左
記
連
絡
先
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。 

 

八 

土
地
収
用
法
に
基
づ
く
権
利
に
つ
い
て 

 
 
 

土
地
売
買
契
約
や
物
件
移
転
補
償
契
約
な
ど
は
個
別
に
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
事
業
予
定
地
の 

土
地
所
有
者
や
関
係
人
の
方
は
、
土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
き
裁
決
申
請
請
求
、
補
償
金
支
払
請
求
及
び 

明
渡
裁
決
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 
 
 

 

九 

建
築
等
の
制
限
に
つ
い
て 

 
 
 

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日
以
後
は
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
に
つ
い
て
、
土
地
の
形
質
の
変
更
、
建
築
物
や 

 
 

工
作
物
の
建
設
、
移
動
の
容
易
で
な
い
物
件
の
設
置
や
堆
積
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
都
市
計
画
法
の
規
定 

 
 

に
よ
り
、
東
京
都
知
事
の
許
可
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

 

十 

土
地
建
物
の
売
買
の
制
限 

 

令
和
元
年
十
一
月
五
日
以
後
に
土
地
建
物
等
を
有
償
で
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
都
市
計
画
法
の
規
定
に
よ
り
、 

事
前
に
買
い
主
や
予
定
金
額
等
を
施
行
者
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

 

そ
の
際
、
届
け
出
後
三
十
日
以
内
は
売
買
が
行
え
な
い
等
、
都
市
計
画
法
上
の
制
限
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、 

留
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

な
お
、
こ
の
事
業
に
関
す
る
縦
覧
図
書
は
、
港
区
都
市
計
画
課
で
閲
覧
が
で
き
ま
す
。
そ
の
他
ご
不
明
な
点
や
詳 

細
に
つ
い
て
は
、
左
記
連
絡
先
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
用
地
補
償
又
は
土
地
収
用
手
続
に
つ
い
て
は
、
左
記
連
絡
先
及
び
港
区
都
市
計
画
課
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を 

用
意
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

  

事
業
計
画
の
概
要
に
関
す
る
場
合 

 
 
 
 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
東
京
国
道
事
務
所 

交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
整
備
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
話 

〇
三 ―

 

三
五
一
二 ―

 

九
一
六
五 

 

用
地
補
償
又
は
土
地
収
用
に
関
す
る
場
合 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
東
京
国
道
事
務
所 

用
地
第
一
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
話 

〇
三 ―

 

三
五
一
二 ―

 

九
〇
九
二 


